
蟷 媛 又 旗 盆 餃 蠅週

(名 称)

第 1条 この会は、愛媛電友会と称し、その事務所を松山市一番町4丁目3番地 面囲

本電信電話株式会社愛媛支店鈎|こ 置く。

(組  li3)

第2条 この金|ま、 鴫 反会」の愛媛県支部として、日本電信電話公社 (電気通信笛を

含む)及び園本電信電話株式会社、並びにそのグループ会社 (以下日本電信電話

株式会社等という)を退職し、愛媛県に在住している者で、入金を希望する者に

よつて構成する。

2.前項以タトの者であっても、県タト居住者等で役員会において承認した者は、会員

とすることができる。

3.会員であった者の遺族 (配偶者)が、本会|こ入会を希望するとき|ま、会員とす

ることができる。

([ヨ   白9)

第3条 この会は、会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活安定、福社の贈進を図り、

併せて日本電信電話株式会社等の事業及び業務に寄与することを目的とする。

(役 員)

第4条 この会の円滑な運堂を図るため、次の役員を置<.

会  長  1 名

副会長   3 名

常任幹事  若千名

幹  事  若干名

会計監事  2 名

2。 会長及び冨」会長|ま、常lI幹事会で推薦し総会において選出する。

常任幹事、幹事及び会計監事|ま、会長が指名し総会において報告するものと

する。

3。 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨|ザない。また、補欠の役員の

任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の職務)

第5条 会長は会を代表し、会務を統怒する。

2.冨」会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

3。 常任幹事は会長の諮問|こ応じ、経常的に会務に参与する。

4,幹事は会長を助け、会務を執行する。

5。 会計監事|ま、会計を監査する。

- 13 -



(役員会 )

第6条 この会の会務執行 :こ必要な事項は、役員会におしヽて決定する。

2.この役員会は、第 4条の役員によつて構成 し、必要の都度会長が担集する。

3。 役員会は、役員の過半数以上の出席を以て成立する。

4。 役員会における決議 |ま、出席者の 3分の 2以上の同意によって成立する。

5,常 lI幹事会 |よ、会長・ 轟」会長 0常任幹事をもつて構成し、会長が必要 |こ 応 じ

て招集 し、会の緊急又は重要事項を協議する。

(顧 問)

第7条 この会の円滑な運営を図るため、顧間をお<ことができる。

(事 業 )

第 8条 この会は、第 3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1。 会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活の安定と福社の増進を図るため必

要な事項

(1)会員の就職につしヽての相談 。支援

(2)会報、会員名簿等の発行

(3)サークル・ レクレーション活動等の実施

(4)懇親会、講演会等の開催

(5)各種研 1多会等の実施

(6)社会貢献活動

(7)会員の慶視及び弔慰

(8)08サ ロン|こ 関すること

(9)年金、税告」等に関すること

(10)その他必要とする事項

2^NTT等 の事業及び業務に寄5するための必要な事項

(1)NTT等 の事業及び業務に関する周矢□

(2)地域社会への貢献活動、地1或情報の提供

(3)各種行事等への積極的参力0及び協力

(4)NTT等 からの業務の受託

(5)NTT等 が扱う商品の販売、各種サービスの利用促進につ lv Lて の協力

(6)その他必要な事項

(総 会)

第 9条 総会は、年 1国会長が招集する。また、役員会において必要と認めたときは、

臨 8寺に開催することができる。

2.総会におしヽては、事業計画 e予算及び決算、会貝」の変更、会長・ 冨J会長の選

任、その他の重要事項について決議する。

3.総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
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（会 費〉

第10条 会員は、 会費とレて年3, 0 0  0円を納入するちのとする。

2. 夫婦会員の年会費は一方を半額とする。

3. 会費は、 臨時の支出その他の費用にあてるため、 前項のほか臨時に徴収する

ことがある。

4. 会費は、 年度のはじめ 又は入会時に納入するものとする。

5. 会費は、 長期にわだる病気など事情やむを得ない者については、 常任幹事会

の決定によって減免することができるものとする。

〈運 営〉

第11条 この会は、 会員から徴収する会費及び寄付金・その他の収入によって運営

する。

（慶 弔〉

第12条 第8条第１1頁（７）に定める慶弔金の贈与は、 次のとおりとする。

1 . 慶祝金

会員が喜寿、 米考、 白考にあたる揚合

・喜寿 5,000円 ・米寿 10,000円

2. 弔慰金

・会員が死亡の揚合 15,000円

・会員の配偶者が死亡の揚合 10,000円

・白零 20,000円

（庶務会計〉

第13条 この会の会計監査結果は、 会計監事から毎年の定期総会に報告する。

1 . この会の会計年度は、 毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

（会則の改正〉

第14条 この会則は、 総会において出席者の過半数の同意を得なければ、 改正する

ことができない。

付 則

この会則は、昭和37年1 0月2 3日から実施する。（途中の一部改正は、省略〉

この会則は、 平成27年4月1日から改正実施する。

この会則は、 令和2年4月1日から改正実施する。

Fhu
 

噌Bム


